
広報あやべ お知らせ版３月号
市役所 電話0773(42)3280、ファクス0773(42)4406

　「火入れ」とは、森林や森林に接近している周
囲１㌔の範囲内にある原野、田畑等の土地で、刈
り取る前の雑草等を面的に焼却する行為のことで
す。火入れを行うには、林政課に事前の申請が必
要です。強風注意報や乾燥注意報、林野火災に関
する注意報・警報が発令された場合は中止してく
ださい。（記事ID6122）

トイレトラック整備事業へのご寄付
（１月受付分）

＜団体・企業＞（順不同、敬称略）

　　綾部市消防団物部分団令和７年度有志一同　　サント機工
　
＜個人＞（順不同、敬称略、その他17人あり）

　森永浩樹　　森本修　　森本容子　　中村恒雄　　山口博之

トイレトラックの整備に多くのご支援をいただき、心から感謝申し上げます。

寄付は３月31日(火)まで、窓口で受け付けています。

◆詳しくは市ホームページ（記事ID5952）で確認できます➡

＜問い合わせ＞防災・危機管理課　電話(42)4222

－火入れ申請をお願いします－

【火入許可申請について】

〇申請者　自治会等の団体で申請してください。

〇提出書類

　・地元消防分団長の押印と意見を記載した申請書
　・場所の見取り図　

〇提出期限　火入れの７日前までに林政課へ

○注意事項

　①火入れ従事者は、火入れ面積0.5㌶までは10人

　　以上を配置してください。

　②0.5㌶を超える場合は、0．5ヘクタールごとに

　　10人ずつ加算した人数以上の配置が必要です。

　③火入許可証の指示事項を厳守してください。

＜問い合わせ＞
　林政課　電話(42)4362

対 象 者　●国民健康保険加入者

　　　　　（市で継続して１年以上加入中の人）

　　　　　●後期高齢者医療制度加入者

要　　件　保険料の滞納がないこと

補助内容　市が費用の７割を補助（本人負担３割）

受付開始　５月８日(金)

実施期間　５月15日(金)～令和９年３月31日(水)

医療機関　・綾部市立病院

　　　　　・京都協立病院

　　　　　・綾部ルネス病院

申込方法　マイナ保険証等と受診券を持って、市　
　　　　　民・国保課か医療機関へ（先着順）

人間ドック受診費用助成

※受診券は４月ごろに送付予定です。

※令和８年度実施予定事業のため、都合により変　

　更・中止になることがあります。

＜問い合わせ＞

　市民・国保課　電話(42)4246
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登録型本人通知制度 

　住民票や戸籍謄本などの証明書の不正取得による

個人の権利侵害を抑止する制度です。本人以外の第

三者に証明書を交付した場合、交付した事実を郵送

で本人にお知らせします。（記事ID2383）

【制度のメリット】

・不正取得の早期発見が期待できます。

・多くの人が登録することで、不正取得の抑止効果 
  が期待できます。
　※第三者などからの住民票の写し等の請求があっ
　　た場合に、交付を拒否したり、交付の可否を確
　　認したりする制度ではありません。

【登録に必要な書類】

・申込書、顔写真付きの本人確認書類（マイナン
  バーカード、運転免許証など）

＜申し込み・問い合わせ＞
   市民・国保課　電話(42)4245

不正請求

京都弁護士会
綾部法律相談センター

　京都弁護士会は、法律問題で困りごとがある
人のために法律相談を実施します。秘密は固く
守られます。気軽に相談してください。

日　時　４月２、９、23、30日(木)
　　　　午後１時～４時20分

場　所　Ｉ・Ｔビル（西町一丁目）　

費　用　40分　5,500円（税込み）
　　　　(※収入が一定額未満の人は無料)

予　約　相談日の前日までに以下の連絡先へ
　　　　（定員に達した場合は締め切り）

＜申し込み・問い合わせ＞

　丹後法律相談センター　

　電話0772(68)3080

　※受付時間　午前９時15分～午後４時30分

　（土・日曜日、祝日除く）

　あやバスは、中学生以下の運賃が無料です！
　家族でのお出掛けや通学などにぜひご利用く
ださい。

利用方法

・小学生は、降車時に学年をドライバーに伝え

　てください。

・中学生は、学生証原本の提示が必要です。　

　（提示がない場合は有料）

◆現中学３年生は、学生証の提示により３月31

　日(火)まで無料です。

◆新中学１年生は、学校で学生証が作成される

　まで、降車時に学年をドライバーに伝えて利

　用してください。

 
あやバス 中学生以下 

全線運賃無料！ 
 

＜問い合わせ＞
   市民協働課　電話(42)4248

自転車の違反に青切符導入

　４月１日から、信号無視や「ながらスマホ」な

どの違反に対し「青切符」（交通反則通告制
度）が導入されます。
　交通ルールを守り、事故に遭わない、事故を起
こさないように気を付けましょう。

【113種類の反則行為の主なものと反則金の額】

携帯電話使用等（保持）
12,000円

　車道の右側通行
  6,000円

指定場所
一時不停止
5,000円

公安委員会
遵守事項違反

5,000円

※飲酒運転や妨害行為など、特に悪質な違反行為は、
　これまでどおり「赤切符」の対象です。

＜問い合わせ＞
　 綾部市安全・安心のまちづくり推進協議会事務局
　市民協働課　電話(42)4248

【対象】

16歳以上

性的マイノリティに関する偏見や差別をなくしましょう
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農林業者労働災害共済
（令和８年度分加入受付中）

もしもの事故に備えてぜひご加入ください

～申し込みは３月中に～

　農林作業中の事故でけがをした加入者に見舞金を
お支払いします（金額は審査により決定します）。

【加入できる人】

　市の住民基本台帳に記録されている満15歳以
　上の人

　（農家・林業家に限らず、中山間地域等直接支払・
　多面的機能支払の取り組み、森林整備地域活動など
　をする人も可。市民でない人は、市内で農林作業を
　していても加入できません。）

【共済期間】
　４月１日(水)～令和９年３月31日(水)
　（４月１日以降に会費を払い込んだ場合は払込日の
　翌日から）

【加入方法】
　所定の申込書に必要事項を書いて
　会費(１世帯(※)1,500円）を市役所か市指定金融機
　関へ

 ※住民票の世帯が単位

＜問い合わせ＞農政課　電話(42)4266 

水源の里・市志で

春の花を楽しみませんか

　中上林地区の水源の里・市志（五泉町）では、３～

４月に春の花が満開になります。

見頃　ミツマタ：３月中旬～下旬

　　　スイセン：４月上旬～中旬

ぜひお越しいただき、春の市志を満喫してください。

ミツマタ スイセン

←花の紹介 ←市志ＭＡＰ

新公共施設案内予約システム
移行は３月30日

＜問い合わせ＞行政デジタル推進課　電話(42)4223

３月27日(金)午前０時～３月30日(月)午前８時 

　現在の利用者ID・パスワードは、新システムで
も引き続き利用できます。既に利用登録している
人には、京都府からハガキで案内が送付されます
のでご確認ください。
　本システムで予約できるのは以下の施設です。

・あやべ・日東精工アリーナ（市民センター）

・あやテラス・ホール

・ハート交流センター

・保健福祉センター

※４月１日に予定していた保健福祉センターの予約シ
　ステム利用開始日は調整中です。決まり次第、お知
　らせします。

　新システムには、３月30日(月)に移行します。

移行準備のため、以下の期間は現行システムが利

用できなくなりますのでご注意ください。
※当初３月２日(月)に予定していたシステムの移行

　が延期になったものです。

システム停止期間

（記事ID3091）

＜問い合わせ＞
　上林いきいきセンター　電話(54)0095

引っ越し手続きは

　　マイナポータルで

オンラインで転出届・転入予約

　マイナンバーカードを所有している人
は、マイナポータルからオンラインで転出
届および転入予約（来庁予定の連絡）がで
きます。詳しくは、デジタル庁ホームペー
ジをご覧ください。
※マイナポータルを通じて転出届の提出を
　した後は、別途、転入先市区町村の窓口
　で転入届等の手続きが必要です。

＜問い合わせ＞

　市民・国保課　電話(42)4245

←引っ越し手続き
　【マイナポータル】

　　　右の二次元コードを読み取るかアプリのＩＤ

　　　検索で「@ayabecity」と検索してください登録しませんか！綾部市ＬＩＮＥ公式アカウント
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　地域の安全・安心を守る消防団員を募集し
ています。市内在住・在勤で、18歳以上の人
なら入団可能。女性団員も活躍中です！

☆　   ☆ 　  ☆　 

消防団員募集中 

あなたも地域の力に
なりませんか。

古文書を探しています！
こもんじょ

　自宅等に保管されている古文書を探しています。
所在把握や調査等を実施させていただきたいので、
保管している古文書があればご連絡ください。
　　市の歴史を解明するためには、昔の記録が必要
不可欠です。　書かれている内容が読めない場合や
重要なものか分からない場合であっても、破棄する
前にご一報ください。

―探している資料（コピー除く）―

・綾部藩関係の資料　

・山家藩関係の資料

・江戸時代以前の領主などに関する資料

・町や村、寺社など市の歴史に関係する資料

・廃棄予定の古文書等

＜問い合わせ＞
　社会教育課　電話(42)4328
　資料館（土・日曜日、祝日の連絡先）
　電話(43)1366　ファクス(43)2134

＜問い合わせ＞
　地元の消防団か
　消防本部　電話(42)0119　ファクス(43)1483

　戦没者等の死亡当時の遺族で、令和７年４月１日時

点において遺族年金等を受ける人がいない場合、特別

弔慰金が支給されます。

◆支給対象者

　次の順番による先順位者一人に支給

　①令和７年４月１日までに、戦傷病者戦没者遺族

　　等援護法による弔慰金の受給権を取得した人

　 ②戦没者等の子

　③戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

　 ④戦没者等と生計関係を有していたおい、めい等

◆支給内容　 額面27万５千円（５年償還の記名国債）

※請求時は、本人確認書類（運転免許証、マイナン　

　バーカード等）と戸籍抄本が必要です。

※受給資格等詳しい内容は、お問い合わせください。

＜問い合わせ＞
　社会福祉課　電話(42)4250

～戦没者等の遺族の皆さんへ～

特別弔慰金の手続きはお済みですか

開催日時
６月７日(日)雨天決行
午前８時30分　開会式
午前９時～　　各部門順次スタート

会場 二王公園（睦寄町）発着

参加資格 小学生以上

参加費
◆小・中学生　　1,500円
◆高校生・一般　4,000円

申込期限 ４月17日(金)

あやべ二王門登山レース
参加者大募集！！ 

　６月７日(日)に開催予定の2026あやべ二王門登
山レースの参加者を募集しています！

＜問い合わせ＞
　文化・スポーツ振興課　電話(42)4356

◆申し込みは、市ホームページ（記事ID6232）か右 
  下の二次元コードからできます。
※申し込み後、振込取扱票に必要事項を記入の上、
  参加料を郵便局でお支払いください。

ライフビジョン(地域情報アプリ)をご活用ください！インストール ➡ Google
Play

App
Store
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